
　都市計画提案制度の流れ

事前相談

提案書の提出

都市計画提案検討委員会

区長の判断

決定する必要がある 決定する必要がない

原案の作成・（縦覧）

案の作成・縦覧

都市計画審議会に素案を
提出し意見を聴く

都市計画審議会
（素案を添付する）

都市計画決定

区は、必要に応じて
関係機関への意見照
会や説明会の開催、
判断に必要となる調
査等を行う。

提案者に通知

要件確認（3分の2以上
の同意がある等）


